
特集新4K 〜新3K＋かっこいい〜 に向けた新しい働き方

1.　はじめに

建設業は社会資本整備の担い手として重要な存
在であり，特に地域の建設企業は，災害時には最
前線で地域社会の安全・安心の確保を担う「地域
の守り手」として欠かせない存在である。しかし
ながら，建設投資額の減少や競争の激化，高齢化
や若手入職者の減少に伴う建設技能労働者（以
下，「技能者」という）の不足など，建設企業の
経営を取り巻く環境は厳しい状況にある。また，
建設業に従事する技能者は，他産業と比べると長
時間労働，低賃金という厳しい待遇にあり，それ
らが若手入職者の減少の一因とも考えられている。
こうした建設業や技能者を取り巻く厳しい状況
は，全ての公共発注者がその対策に取り組むべき
課題である。国では，平成 26 年に担い手 3法と
して建設業法，公共工事の入札及び契約の適正化
に促進に関する法律（以下，「入契法」という），
公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下，
「品確法」という）の 3法の一体的な改正を行い，
建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための
適正利潤の確保について規定したほか，令和元年
には新・担い手 3法として再び 3法を一体的に改
正し，働き方改革の推進等について規定したとこ
ろである。

現在，公共工事の発注においては，新・担い手
3法に基づき，建設企業の適正利潤の確保や働き
方改革に資する様々な施策に取り組んでいるとこ
ろである。本稿では，国において取り組んでいる
施策のうち，主に「施工時期の平準化」と「ダン
ピング対策」の二つの取組を中心に，地方公共団
体に対する入契施策の取組支援について紹介す‌
る。

2.　‌�施工時期の平準化の概要と取組の‌
背景

公共工事においては，年度ごとの予算により事
業執行を行っていることなどから，発注者が入札
契約手続などに追われる年度初めは工事量が少な
く，一方で，工期の終期が集中する年度末は工事
量が多くなる傾向にある。年度内における工事量
の繁閑の差が大きくなれば，閑散期には仕事量が
不足し，技能者の収入減少が懸念される一方，繁
忙期には仕事量が過剰となり，技能者の長時間労
働や，建設企業における人材・資機材などの調達
困難が懸念される。
こうした背景から，国では，国庫債務負担行為
の積極的な活用や速やかな繰越手続の実施などに
より，施工時期の平準化を推進している。「施工
時期の平準化」（以下，「平準化」という）とは，
年間を通じた工事量を安定させることにより，技
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能者の処遇改善や働き方改革，建設企業における
人材や資機材などの効率活用による経営安定化に
寄与し，ひいては公共工事の品質確保につなげる
施策である。品確法において公共発注者の責務と
して規定されるとともに，入契法においては，平
準化を図るための措置を講ずることが公共発注者
の努力義務とされている（図－ 1）。

3.　‌�地方公共団体における平準化の‌
取組状況

平準化の推進に向けて，国と地方公共団体は一
丸となって取組強化を図っている。国は地方公共
団体に対し，⑴債務負担行為の活用，⑵柔軟な工
期の設定（余裕期間制度の活用），⑶速やかな繰
越手続，⑷積算の前倒し，⑸早期執行のための目
標設定（執行率等の設定，発注見通しの公表），
の平準化の促進に向けた五つの具体的な取組を掲
げ，それぞれ頭文字をつなげて「さしすせそ」と
総称し，周知を行っている（図－ 2）。また，令
和 2年度より，全ての地方公共団体における平準
化の取組状況などについて「見える化」し公表す
る取組を開始し，一層の取組推進に向けた環境整
備に努めている。
令和 3年 5月に公表した最新の「見える化」の

結果によると，「さしすせそ」全ての取組につい
て，前年度よりも実施団体が増加した。特に，都
道府県や指定都市における取組の浸透が顕著であ
り，人口 10 万以上の市区でも着実に取組が普及
していった。他方で，人口 10 万未満の市区町村
では，平準化の促進に向けた取組を実施していな
い団体が多く，道半ばという状況であった。

4.　平準化における課題と今後の対策

令和 2年度以降，様々な機会を通じて地方公共
団体へ平準化の推進に向けた課題についてヒアリ
ングを実施した。その結果，特に「職員や体制が
不足しており平準化に手が回らない」，「平準化に
ついて土木以外の部局や議会の理解がなかなか進
まない」といった声がよく聞かれた。
こうした声を受け，地方公共団体自ら平準化の
取組実態を簡便に管理でき改善につなげられるよ
う，「統一フォーマット」と名付けたツールを全
ての地方公共団体に配付している。「統一フォー
マット」では，各地方公共団体がシートに工事情
報を入力することにより，平準化の進捗状況や月
別の工事発注件数などがグラフで可視化されるほ
か，発注見通しなどを踏まえて平準化のシミュレ

図－ 1　施工時期の平準化の必要性
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ーションを行うことが可能となっており，既に多
くの地方公共団体で活用されている。
また，土木以外の部局や議会の理解がなかなか
進まないという課題に対しては，関係省庁と連携
し，農林や教育などの各発注部局に対して平準化
の取組を依頼した。さらには，市議会議長会や町
村議会議長会と連携し，市議会や町村議会の議長
に対して，平準化の取組の重要性について全国規
模の集会での講演や会員専用サイトなどにより働
きかけを行った。
今後は，特に小規模な地方公共団体で顕著な課
題である職員のノウハウ不足などを踏まえ，平準
化の取組事例の横展開や，都道府県公共工事契約
業務連絡協議会への参画を通じた市区町村への直
接の働きかけなど，地方公共団体への支援を強化
することとしている。

5.　‌�ダンピング対策が必要となる背景‌
と対策の概要

ダンピング受注とは，「その請負代金の額によ
っては公共工事の適正な施工が通常見込まれない
契約の締結」のことであり，より平易に言えば，
工事を適正に施工できない安値受注のことであ
る。ダンピング受注は工事の手抜きを招き，工事

目的物の品質の低下や下請業者へのしわ寄せ，公
共工事に従事する技能者等の賃金や労働条件の悪
化，安全対策の不徹底等の問題の原因となること
が懸念される。また，ダンピング受注により先述
した問題が発生した場合には，それが若年入職者
減少の原因となり，建設工事の担い手の確保及び
育成を困難とし，ひいては建設業の健全な発達を
阻害することも懸念されている。
こうした懸念を背景に，品確法においては，ダ
ンピング受注の防止のために必要な措置を講ずる
ことが発注者の責務とされている。入契法におい
ても，公共発注者がダンピング受注を防止するた
めに必要な措置を講じなければならないとされて
おり，国及び地方公共団体においてはそれぞれ
種々のダンピング対策を導入し，ダンピング受注
防止の徹底を図っている。
地方公共団体においてはダンピング対策の制度
として，低入札価格調査制度と最低制限価格制度
の二つの制度が活用されている。競争入札を行っ
た場合，予定価格の範囲内で最低価格で入札をし
た者と契約することが会計法及び地方自治法の原
則となっているが（最低価格自動落札の原則），
これら二つの制度はこの原則の例外として，入札
金額に対する一定の基準を設けて，これを下回る
入札者による受注を制限するものである。

図－ 2　施工時期の平準化の促進に向けた取組（さしすせそ）
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低入札価格調査制度においては調査基準価格を
定め，それを下回る入札について低入札価格調査
を行う。最低制限価格制度においては最低制限価
格を定め，それを下回る入札を排除している。調
査基準価格及び最低制限価格（以下，「調査基準
価格等」という）は，予定価格や入札価格などか
ら，算定式や価格の範囲などを定めた一定の基準
に基づいて算出されることが多い。この基準は地
方公共団体ごとに定めているものであるが，多く
の団体では中央公共工事契約制度運用連絡協議会
（公共工事の発注者相互の連絡調整を行うととも
に，調査研究等を行い，契約制度の運用の合理化
を推進するため，国の機関等により構成されてい
る組織）において採択されている「工事請負契約
に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度
運用連絡協議会モデル」（以下，「中央公契連モデ
ル」という）を採用している。
中央公契連モデルは国が行う実態調査に基づい
て，工事契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められる場合の基準を示すモデ
ルであり，予定価格算出の基礎となる項目から基
準価格を算出する算定式等について定められてい
る。中央公契連モデルは図－ 3に示すとおり，随
時改正が行われ，その水準が引き上げられてい
る。これは，ダンピング対策を工事の品質確保や
発注者保護の観点からだけでなく，建設業の担い
手確保や働き方改革の推進等の観点からも検討す
るようになり，実態調査の結果を踏まえつつ，適
正な工事の施工に必要となる費用を見直してきた

ものである。国では中央公契連モデルの見直しも
踏まえて，地方公共団体に対し，それぞれの団体
で定めている調査基準価格等の算定基準について
適切に見直すよう要請を行っている。
また，令和 3年 10 月には，市区町村における
算定基準の設定状況について，中央公契連モデル
との比較により「見える化」する取組を行い，そ
の結果を踏まえ，一定の発注件数を有するとされ
る人口 10 万以上の市区のうち，ダンピング対策
が十分でないと思われる団体を対象にヒアリング
を行うなど，必要な働きかけを行った。
また，低入札価格調査制度においては，調査基
準価格を下回った場合にも，調査によって適正な
工事施工が可能と発注者が判断した場合には，契
約することが可能である。国では，調査基準価格
を下回る価格により契約をした工事においては，
手抜き工事，下請企業へのしわ寄せ，契約不履行
等につながらないよう，⑴監督・検査の強化，⑵
技術者の増員，⑶下請業者への公正・透明（クリ
ア）な支払の確認，⑷契約保証額の引上げ等，⑸
工事請負契約に係る指名停止措置の強化を，工事
品質・下請代金・契約の履行（3C）徹底のため
五つの措置（ダンピング受注 3C徹底のための「か
きくけこ」）の実施を推進している（図－ 4）。
この五つの措置のように，低入札での工事契約
に対する履行確保措置も低入札をさせないインセ
ンティブとなり，ダンピング対策の一環として位
置付けられているものである。

図－ 3　低入札価格調査基準価格の見直し
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6.　‌�地方公共団体におけるダンピング‌
対策の取組状況

次に，地方公共団体におけるダンピング対策の
取組状況について述べる。なお，グラフ等に使用
したデータは令和 3年 10 月 1 日時点の状況を調
査したデータの速報値に基づくものであるため，
本稿以外の資料等で示された数値と不整合となる
場合があることにご留意いただきたい。
まず，地方公共団体における低入札価格調査制

度と最低制限価格制度の二つの制度の導入状況を
図－ 5に示す。最低制限価格制度は町村を含めた
ほとんどの団体で導入されている一方で，低入札
価格調査制度は町村になると導入団体が少なくな
る。これは，規模の小さい団体においては調査の
事務負担を考慮して，最低制限価格制度を活用す
る選択をしているものと考えられる。また，いず
れの制度も未導入の団体は全国で 84 団体となっ
ている。
続いて，地方公共団体における調査基準価格等
の算定水準について図－ 6に示す。

技術者の増員（き）

監督・検査の強化（か）

下請業者への
公正・透明（クリア）な

支払の確認（く）

工事請負契約に係る
指名停止措置の強化（こ）

契約保証額の引上げ等（け）

図－ 4　低入札調査基準価格を下回る受注における履行確保措置の徹底

図－ 5　ダンピング対策の導入状況
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図－ 6　調査基準価格等の算定状況
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図－ 7　低入札工事の履行確保措置の導入状況
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調査基準価格と最低制限価格のいずれについて
も，都道府県・政令市では約 9割の団体で最新の
中央公契連モデル（調査当時）と同程度以上の水
準で基準が設定されており，ダンピング対策の取
組が進んでいることが分かる。一方で，市区町村
ではいまだに平成 29 年の中央公契連モデルより
もさらに古いモデルの水準に準拠している団体も
あり，特に町村では古いモデルの水準にとどまっ
ている団体が多いことが分かる。
最後に，低入札工事の履行確保措置の導入状況
について図－ 7に示す。都道府県・政令市では履
行確保措置の導入が進んでいる傾向にあり，市区
町村においては導入率が低い傾向にある。それぞ
れの措置に着目すると，監督・検査の強化や技術
者の増員，契約保証額の引上げ等の三つの措置
が，残る二つの措置と比べ導入している団体が多
い。

7.　‌�ダンピング対策の課題と今後の‌
対策

国では地方公共団体に対し，ダンピング対策の
徹底について様々な機会を通して働きかけを実施
してきたところであるが，先に述べたように，ま
だ低入札価格調査制度等を導入していない団体
や，調査基準価格等の算定水準が最新の中央公契
連モデルを下回る水準にとどまっている団体が残
されている。こうした団体においては，ダンピン
グ受注を十分に防止できていないおそれがあり，
実情の把握と必要に応じた改善の実施が課題であ
る。
また，中央公契連モデルとは異なる独自の算定
基準に基づいて調査基準価格等の算定を行ってい
る団体や基準を非公表としている団体も多くあ
る。こうした団体については，十分なダンピング
対策がなされているかの判断が難しく，まずは実

情を把握することが必要である。
今後は，人口 10 万人未満の団体や独自モデル
を採用する団体等にも着目した分析を行うなど，
引き続き地方公共団体におけるダンピング対策の
強化・徹底に取り組んでいく予定である。

8.　おわりに

本稿においては，「施工時期の平準化」と「ダ
ンピング対策」における地方公共団体の取組状況
や国が実施する取組支援について述べてきた。
国土交通省ではこの二つの取組以外にも，地方
公共団体へ様々な取組を行っており，毎年度実施
している入札契約改善推進事業※においては地方
公共団体の要望に応じて，入札契約事務に関する
総合的な取組の支援を行っている。令和 3年度の
事業では，岡山県内の全市町村が参加する勉強会
の開催等を通じて，ダンピング対策をはじめとし
た入札契約制度における取組の改善を行った。こ
の事業は今後，全国の地方公共団体でも活用可能
なモデルとして期待されるところである。
国土交通省では今後も引き続き「施工時期の平
準化」と「ダンピング対策」等の個別の取組から，
入札契約改善推進事業に代表される入札契約事務
に関する総合的な取組支援まで，幅広く推進して
いくこととしているので，引き続きこれらの取組
についてご理解とご協力をお願いしたい。

※‌�「公共工事の品質確保の促進に係る法律の一部を改正
する法律」（平成 26 年法律第 56 号）等の施行を踏ま
え，平成 26 年度より，地方公共団体における入札契
約制度の改善推進に向けた支援を行っている。具体的
には，発注者である地方公共団体が，多様な入札契約
方式を導入・活用したり，発注方式の工夫や施工時期
の平準化を行ったりする取組を実施している。
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